
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
四
四

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

一
四
四

○
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件

一
四
四

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件
三
件

一
四
五

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件

一
四
五

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
八
件

一
四
五

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
四
件

一
四
八

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件

一
四
八

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

一
四
九

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
二
件

一
五
四

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
五
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
五
五

福
島
県
公
安
委
員
会

○
福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
五
五

規

則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
三
十
五
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「
（
工
事
検
査
課
）

第
十
七
条
の
表
中

を

二
十

農
林
水
産
部
及
び
土
木
部
所
管
工
事
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
工
事
検
査
課
）

に
改
め
、
第
十
六
号
か

二
十
一

農
林
水
産
部
及
び
土
木
部
所
管
工
事
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
入
札
用
度
課
）

ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

十
五

物
品
に
係
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
入
札
用
度
課
）

を

に
改
め
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、

十
六

物
品
に
係
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
審
査
課
）

「
（
審
査
課
）

第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、

を

十
二

会
計
事
務
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
三

会
計
事

に
改
め
、
第
三
号
か
ら
第

務
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
」

十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

会
計
事
務
の
指
導
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
百
九
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光

商
工
部
商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

エ
コ
タ
ウ
ン
会
津
若
松

福
島
県
会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
始
字
深
町
十
四
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
津
若
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
二
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
市
の

地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

福
島
市

二

成
果
の
名
称

福
島
市
大
波
の
一
部
に
係
る
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
う
ま

土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
四
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
十

九
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
市

土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月

十
九
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
広
野
町

土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
二

十
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
大
久
町
小
久
字
南
沢
一
三
、
一
四
の
一
、
一
五
、
大
久
町
大
久
字
才
加
良
作
一
五
、

一
六
、
一
七
、
二
四
、
字
道
六
神
八
九
の
六
八

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

(１)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

(２)
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(３)
立
木
の
伐
採
の
限
度

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
大
久
町
大
久
字
石
ノ
本
七
七
の
六
、
七
八
の
一

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

(１)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

(２)
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(３)
立
木
の
伐
採
の
限
度

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別
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一
般
国
道

伊
達
市
保
原
町
柱
田
字
平

変
更
前

一
二
・
二
〜

二
六
一
・
〇

三
四
九
号

一
六
二
番
二
地
先
か
ら

二
二
・
五

同

市
保
原
町
字
大
田
六

九
番
三
地
先
ま
で

変
更
後

一
二
・
二
〜

二
六
一
・
〇

四
二
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
飯
野

郡
山
市
中
田
町
大
字
黒
木

変
更
前

Ａ

四
・
〇
〜

七
八
五
・
八

三
春
石
川

字
宮
ノ
前
二
五
三
番
一
地

二
〇
・
四

線

先
か
ら

Ｂ

一
〇
・
八
〜

七
五
六
・
二

同

市
中
田
町
大
字
木
目

六
五
・
〇

沢
字
堀
ノ
内
七
八
番
二
地

先
ま
で

変
更
後

Ａ

四
・
〇
〜

七
八
五
・
八

二
〇
・
四

Ｂ

七
・
〇
〜

七
五
六
・
二

五
〇
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
小
野

郡
山
市
中
田
町
中
津
川
字

変
更
前

一
一
・
五
〜

三
六
七
・
〇

郡
山
線

町
田
前
四
八
九
番
一
二
地

三
〇
・
三

先
か
ら

同

市
中
田
町
中
津
川
字

変
更
後

一
一
・
五
〜

三
六
七
・
〇

町
田
前
三
一
四
番
地
先
ま

三
〇
・
三

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

一
般
国
道

大
沼
郡
三
島
町
大
字
早
戸

変
更
前

Ａ

一
一
・
〇
〜

五
九
九
・
七

二
五
二
号

字
小
津
巻
六
九
番
地
先
か

六
二
・
〇

ら

Ｂ

二
一
・
八
〜

五
九
九
・
一

同

郡
同

町
大
字
早
戸

一
八
三
・
七

字
湯
ノ
平
六
七
四
番
二
一

地
先
ま
で

大
沼
郡
三
島
町
大
字
早
戸

変
更
後

Ｂ

二
一
・
八
〜

五
九
九
・
一

字
小
津
巻
六
九
番
地
先
か

一
八
三
・
七

ら同

郡
同

町
大
字
早
戸

字
湯
ノ
平
六
七
四
番
二
一

地
先
ま
で
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（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
熱
塩

喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
宮

変
更
前

五
・
六
〜

五
三
一
・
五

加
納
会
津

川
字
岩
尾
西
四
〇
番
一
地

一
一
・
五

坂
下
線

先
か
ら

同

市
熱
塩
加
納
町
宮

変
更
後

一
一
・
六
〜

五
三
一
・
五

川
字
諏
訪
林
一
六
〇
二
番

二
五
・
五

一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
小
名

い
わ
き
市
内
郷
高
野
町
字

変
更
前

八
・
〇
〜

二
八
〇
・
〇

浜
小
野
線

中
倉
一
〇
八
番
一
〇
地
先

二
四
・
〇

か
ら

同

市
内
郷
高
野
町
字

変
更
後

一
一
・
〇
〜

二
八
〇
・
〇

中
倉
九
四
番
七
地
先
ま
で

三
〇
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
小
名

い
わ
き
市
内
郷
高
野
町
字

変
更
前

一
一
・
〇
〜

二
八
〇
・
〇

浜
小
野
線

中
倉
一
〇
八
番
一
〇
地
先

三
〇
・
五

か
ら

同

市
内
郷
高
野
町
字

変
更
後

一
一
・
〇
〜

二
八
〇
・
〇

中
倉
九
四
番
七
地
先
ま
で

二
四
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
皿
貝

い
わ
き
市
田
人
町
黒
田
字

変
更
前

七
・
五
〜

四
六
〇
・
〇

勿
来
停
車

台
五
一
番
地
先
か
ら

二
一
・
六
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場
線

同

市
田
人
町
黒
田
字

一
ノ
倉
二
二
八
番
三
地
先

変
更
後

一
〇
・
三
〜

四
六
〇
・
〇

ま
で

三
四
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
飯
野
三
春
石
川
線

郡
山
市
中
田
町
大
字
黒
木
字
宮
ノ
前
二

平
成
二
六
年
三
月
二
八
日

五
三
番
一
地
先
か
ら

同

市
中
田
町
大
字
木
目
沢
字
堀
ノ
内

七
八
番
二
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
小
野
郡
山
線

郡
山
市
中
田
町
中
津
川
字
町
田
前
四
八

平
成
二
六
年
三
月
二
八
日

九
番
一
二
地
先
か
ら

同

市
中
田
町
中
津
川
字
町
田
前
三
一

四
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
四
〇
〇
号

南
会
津
郡
南
会
津
町
高
野
字
廻
館
一
四

平
成
二
六
年
三
月
二
八
日

番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
高
野
字
廻
館
三
六

番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
小
名
浜
小
野
線

い
わ
き
市
内
郷
高
野
町
字
中
倉
一
〇
八

平
成
二
六
年
三
月
二
八
日

番
一
〇
地
先
か
ら

同

市
内
郷
高
野
町
字
中
倉
九
四
番

七
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
名
称

駒
谷

２

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
表
示

平成26年３月28日 金曜日 福 島 県 報 第2576号148



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
三
号
ま
で
、
標
柱
九
号
、
標
柱
八
号

及
び
標
柱
七
号
を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に
標
柱
七
号
と
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地

の
区
域
並
び
に
標
柱
四
号
か
ら
標
柱
六
号
ま
で
、
標
柱
十
二
号
、
標
柱
十
一
号
及
び
標
柱
十
号
を

順
次
結
ん
だ
線
並
び
に
標
柱
十
号
と
標
柱
四
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

い
わ
き
市
内
郷
高
坂
町

高
橋

二
十
三
番
二

一
号

二
十
三
番
一

二
号

二
十
四
番
二

七
号
及
び
八
号

三
本
杉

三
十
三
番

三
号
及
び
九
号

三
十
二
番

四
号
及
び
十
号

高
橋

二
十
二
番

五
号
、
六
号
、
十
一
号
及
び
十
二
号

二
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
名
称

田
塚

２

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
九
号
と
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

須
賀
川
市

六
郎
兵
衛

七
番
十
一

一
号

八
十
九
番
八

二
号

田
塚

百
八
十
九
番

三
号

百
九
十
一
番

四
号

百
九
十
二
番

五
号
、
六
号
及
び
七
号

百
九
十
三
番

八
号

六
郎
兵
衛

一
番
二

九
号

三
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
名
称

竹
貫
２
号

２

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

（
｢次
の
図
｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
福
島
県

県
中
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

（
砂

防

課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲

現
象
の
種
類

北
田
１
号
沢

伊
達
市
月
舘
町
下
手
渡
字
北
田

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

町
沢

同

市
同

町
下
手
渡
字
上
代

土
石
流

上
代
沢

同

市
同

町
下
手
渡
字
上
代

土
石
流

蟹
沢
の
沢

同

市
同

町
下
手
渡
字
蟹
沢

土
石
流

作
ノ
内
２
号

同

市
同

町
下
手
渡
字
作
ノ
内

土
石
流

沢根
廻
沢

同

市
同

町
下
手
渡
字
根
廻

土
石
流

平
井
沢

本
宮
市
青
田

土
石
流

本
郷
沢

同

市
岩
根

土
石
流

下
樋
沢

同

市
岩
根

土
石
流

小
山
１
号
沢

同

市
岩
根

土
石
流

小
山
２
号
沢

同

市
岩
根

土
石
流

小
山
３
号
沢

同

市
岩
根

土
石
流

北
大
沢

同

市
和
田
字
北
大
沢

土
石
流

大
岩
入
沢

同

市
白
岩
字
大
岩
入

土
石
流

橋
向
１

田
村
市
都
路
町
古
道
字
橋
向

土
石
流

道
ノ
内
１

同

市
同

町
岩
井
沢
字
道
ノ
内

土
石
流

高
野
作

同

市
大
越
町
早
稲
川
字
高
野
作

土
石
流
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千
丁
地

同

市
同

町
早
稲
川
字
千
丁
地

土
石
流

住
王
町
川

同

市
同

町
上
大
越
字
住
王
町

土
石
流

町

同

市
同

町
上
大
越
字
町

土
石
流

蟹
沢
１

同

市
同

町
上
大
越
字
蟹
沢

土
石
流

蟹
沢

同

市
同

町
上
大
越
字
蟹
沢

土
石
流

入
ノ
作
沢

同

市
同

町
下
大
越
字
入
ノ
作

土
石
流

千
石
平

同

市
同

町
下
大
越
字
入
ノ
作

土
石
流

大
木

同

市
同

町
牧
野
字
大
木

土
石
流

西
ノ
内
１

同

市
同

町
牧
野
字
西
ノ
内

土
石
流

木
戸
脇
沢

石
川
郡
古
殿
町
大
字
仙
石
字
木
戸
脇

土
石
流

楚
々
柳
沢

同

郡
同

町
大
字
仙
石
字
楚
々
柳

土
石
流

中
山

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
渡
瀬
字
中
山

地
す
べ
り

町
２
号

田
村
市
滝
根
町
神
俣
字
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

町
３
号

同

市
同

町
広
瀬
字
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
ノ
内
１
号

同

市
同

町
広
瀬
字
中
ノ
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
ノ
内

同

市
都
路
町
岩
井
沢
字
道
ノ
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

横
山

同

市
同

町
古
道
字
横
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
崎

同

市
同

町
古
道
字
山
崎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

戸
屋

同

市
同

町
古
道
字
戸
屋

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
宿

石
川
郡
平
田
村
大
字
上
蓬
田
字
下
宿

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
浅
貝

い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町
上
浅
貝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
浅
貝
１
号

同

市
同

町
上
浅
貝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
浅
貝
２
号

同

市
同

町
上
浅
貝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
浅
貝
３
号

同

市
同

町
上
浅
貝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
浅
貝
４
号

同

市
同

町
上
浅
貝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

千
代
鶴

い
わ
き
市
常
磐
水
野
谷
町
千
代
鶴

急
傾
斜
地
の
崩
壊

水
野
谷
２
号

同

市
同

町
千
代
鶴

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竜
ヶ
沢
２
号

同

市
同

町
竜
ヶ
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

手
這
２
号

同

市
常
磐
藤
原
町
手
這

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
反
田

同

市
好
間
町
北
好
間
字
三
反
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
場

同

市
同

町
北
好
間
字
平
場

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
場
１
号

同

市
同

町
北
好
間
字
平
場

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
館
１
号

同

市
同

町
下
好
間
字
大
館

急
傾
斜
地
の
崩
壊

樋
口

同

市
同

町
小
谷
作
字
樋
口

急
傾
斜
地
の
崩
壊

北
目
１
号

同

市
平
字
胡
摩
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桜
町
１
号

同

市
平
字
桜
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桜
町
２
号

同

市
平
字
桜
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四
軒
町

同

市
平
字
四
軒
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
町
前

同

市
平
字
新
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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諏
訪
原

同

市
平
赤
井
字
諏
訪
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
根

同

市
平
下
平
窪
字
山
根

急
傾
斜
地
の
崩
壊

熊
ヶ
平

同

市
平
下
平
窪
字
熊
ヶ
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岸

同

市
平
中
塩
字
岸

急
傾
斜
地
の
崩
壊

草
鹿

同

市
平
中
塩
字
草
鹿

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
反
田

同

市
平
四
ツ
波
字
三
反
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
土

同

市
平
大
室
字
白
土

急
傾
斜
地
の
崩
壊

志
多
田

同

市
平
下
片
寄
字
志
多
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

磐
井
作

同

市
平
泉
崎
字
磐
井
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
山

同

市
平
中
山
字
小
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桜
町

同

市
平
中
山
字
桜
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
下

同

市
平
上
高
久
字
神
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

腰
巻
宮
前

同

市
平
菅
波
字
腰
巻

急
傾
斜
地
の
崩
壊

地
切

同

市
平
下
山
口
字
地
切

急
傾
斜
地
の
崩
壊

吉
野
作

同

市
平
谷
川
瀬
字
吉
野
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

根
木
作

同

市
平
谷
川
瀬
字
根
木
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

堂
ノ
入

同

市
平
谷
川
瀬
字
堂
ノ
入

急
傾
斜
地
の
崩
壊

五
郎
内

同

市
平
上
荒
川
字
五
郎
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

林
作

同

市
平
上
荒
川
字
林
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

砂
屋
戸

同

市
平
上
荒
川
字
砂
屋
戸

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
尾

同

市
平
上
荒
川
字
長
尾

急
傾
斜
地
の
崩
壊

諏
訪
下

同

市
平
下
荒
川
字
諏
訪
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

水
ノ
出
２
号

同

市
内
郷
内
町
水
之
出

急
傾
斜
地
の
崩
壊

立
町
１
号

同

市
同

町
磐
堰

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
之
内

同

市
内
郷
宮
町
竹
之
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
之
内
１
号

同

市
同

町
竹
之
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
之
内
２
号

同

市
同

町
竹
之
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
太
郎

同

市
同

町
平
太
郎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
太
郎
１
号

同

市
同

町
平
太
郎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
太
郎
２
号

同

市
同

町
平
太
郎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
沢
１
号

同

市
同

町
宮
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
沢
２
号

同

市
同

町
宮
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
沢
３
号

同

市
同

町
宮
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
沢
４
号

同

市
同

町
宮
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

代

同

市
同

町
代

急
傾
斜
地
の
崩
壊

入
山
２
号

同

市
内
郷
白
水
町
入
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

入
山
３
号

同

市
同

町
入
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
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区
域
の
範
囲
及
び

土
砂
災
害
の
発
生

自
然
現
象
に
よ
り

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

建
築
物
に
作
用
す

現
象
の
種
類

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃

北
田
１
号
沢

伊
達
市
月
舘
町
下
手
渡
字
北
田

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

上
代
沢

同

市
同

町
下
手
渡
字
上
代

土
石
流

蟹
沢
の
沢

同

市
同

町
下
手
渡
字
蟹
沢

土
石
流

作
ノ
内
２
号

同

市
同

町
下
手
渡
字
作
ノ
内

土
石
流

沢平
井
沢

本
宮
市
青
田

土
石
流

本
郷
沢

同

市
岩
根

土
石
流

下
樋
沢

同

市
岩
根

土
石
流

小
山
１
号
沢

同

市
岩
根

土
石
流

小
山
２
号
沢

同

市
岩
根

土
石
流

小
山
３
号
沢

同

市
岩
根

土
石
流

北
大
沢

同

市
和
田
字
北
大
沢

土
石
流

大
岩
入
沢

同

市
白
岩
字
大
岩
入

土
石
流

橋
向
１

田
村
市
都
路
町
古
道
字
橋
向

土
石
流

高
野
作

同

市
大
越
町
早
稲
川
字
高
野
作

土
石
流

千
丁
地

同

市
同

町
早
稲
川
字
千
丁
地

土
石
流

住
王
町
川

同

市
同

町
上
大
越
字
住
王
町

土
石
流

蟹
沢
１

同

市
同

町
上
大
越
字
蟹
沢

土
石
流

蟹
沢

同

市
同

町
上
大
越
字
蟹
沢

土
石
流

入
ノ
作
沢

同

市
同

町
下
大
越
字
入
ノ
作

土
石
流

千
石
平

同

市
同

町
下
大
越
字
入
ノ
作

土
石
流

西
ノ
内
１

同

市
同

町
牧
野
字
西
ノ
内

土
石
流

木
戸
脇
沢

石
川
郡
古
殿
町
大
字
仙
石
字
木
戸
脇

土
石
流

町
２
号

田
村
市
滝
根
町
神
俣
字
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

町
３
号

同

市
同

町
広
瀬
字
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
ノ
内
１
号

同

市
同

町
広
瀬
字
中
ノ
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
ノ
内

同

市
都
路
町
岩
井
沢
字
道
ノ
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

横
山

同

市
同

町
古
道
字
横
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
崎

同

市
同

町
古
道
字
山
崎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

戸
屋

同

市
同

町
古
道
字
戸
屋

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
宿

石
川
郡
平
田
村
大
字
上
蓬
田
字
下
宿

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
浅
貝

い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町
上
浅
貝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
浅
貝
１
号

同

市
同

町
上
浅
貝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
浅
貝
２
号

同

市
同

町
上
浅
貝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
浅
貝
３
号

同

市
同

町
上
浅
貝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
浅
貝
４
号

同

市
同

町
上
浅
貝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

水
野
谷
２
号

同

市
常
磐
水
野
谷
町
千
代
鶴

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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竜
ヶ
沢
２
号

同

市
同

町
竜
ヶ
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

手
這
２
号

同

市
常
磐
藤
原
町
手
這

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
反
田

同

市
好
間
町
北
好
間
字
三
反
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
場

同

市
同

町
北
好
間
字
平
場

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
場
１
号

同

市
同

町
北
好
間
字
平
場

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
館
１
号

同

市
同

町
下
好
間
字
大
館

急
傾
斜
地
の
崩
壊

樋
口

同

市
同

町
小
谷
作
字
樋
口

急
傾
斜
地
の
崩
壊

北
目
１
号

同

市
平
字
胡
摩
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桜
町
１
号

同

市
平
字
桜
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桜
町
２
号

同

市
平
字
桜
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四
軒
町

同

市
平
字
四
軒
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
町
前

同

市
平
字
新
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

諏
訪
原

同

市
平
赤
井
字
諏
訪
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
根

同

市
平
下
平
窪
字
山
根

急
傾
斜
地
の
崩
壊

熊
ヶ
平

同

市
平
下
平
窪
字
熊
ヶ
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岸

同

市
平
中
塩
字
岸

急
傾
斜
地
の
崩
壊

草
鹿

同

市
平
中
塩
字
草
鹿

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
反
田

同

市
平
四
ツ
波
字
三
反
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
土

同

市
平
大
室
字
白
土

急
傾
斜
地
の
崩
壊

志
多
田

同

市
平
下
片
寄
字
志
多
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

磐
井
作

同

市
平
泉
崎
字
磐
井
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
山

同

市
平
中
山
字
小
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桜
町

同

市
平
中
山
字
桜
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
下

同

市
平
上
高
久
字
神
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

腰
巻
宮
前

同

市
平
菅
波
字
腰
巻

急
傾
斜
地
の
崩
壊

地
切

同

市
平
下
山
口
字
地
切

急
傾
斜
地
の
崩
壊

吉
野
作

同

市
平
谷
川
瀬
字
吉
野
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

根
木
作

同

市
平
谷
川
瀬
字
根
木
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

堂
ノ
入

同

市
平
谷
川
瀬
字
堂
ノ
入

急
傾
斜
地
の
崩
壊

五
郎
内

同

市
平
上
荒
川
字
五
郎
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

林
作

同

市
平
上
荒
川
字
林
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

砂
屋
戸

同

市
平
上
荒
川
字
砂
屋
戸

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
尾

同

市
平
上
荒
川
字
長
尾

急
傾
斜
地
の
崩
壊

諏
訪
下

同

市
平
下
荒
川
字
諏
訪
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

水
ノ
出
２
号

同

市
内
郷
内
町
水
之
出

急
傾
斜
地
の
崩
壊

立
町
１
号

同

市
同

町
磐
堰

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
之
内

同

市
内
郷
宮
町
竹
之
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
之
内
１
号

同

市
同

町
竹
之
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
之
内
２
号

同

市
同

町
竹
之
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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平
太
郎

同

市
同

町
平
太
郎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
太
郎
１
号

同

市
同

町
平
太
郎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
太
郎
２
号

同

市
同

町
平
太
郎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
沢
１
号

同

市
同

町
宮
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
沢
２
号

同

市
同

町
宮
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
沢
３
号

同

市
同

町
宮
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
沢
４
号

同

市
同

町
宮
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

代

同

市
同

町
代

急
傾
斜
地
の
崩
壊

入
山
２
号

同

市
内
郷
白
水
町
入
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

入
山
３
号

同

市
同

町
入
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

（
砂

防

課

福
島
県
告
示
第
二
百
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

施
行
者
の
名
称

福
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

県
北
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
福
島
市
公
共
下
水
道
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
三
十
九
年
九
月
六
日

四

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
九
年
九
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

（
下
水
道
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

施
行
者
の
名
称

湯
川
村

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

塩
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
湯
川
村
特
定
環
境
保
全
公
共

下
水
道
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

平
成
八
年
七
月
十
二
日

四

事
業
施
行
期
間

平
成
八
年
七
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
を
認
可
し
た
件
（
平
成
十
四
年
福
島
県
告
示
第
千
三
十

三
号
）
の
事
業
地
の
う
ち
河
沼
郡
湯
川
村
大
字
清
水
田
字
田
中
の
一
部
の

区
域
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

な
し

（
下
水
道
課
）

公

告

公
告
第
九
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ネ
ィ
チ
ャ
ー
ズ
・
プ
ラ
ン

三

代
表
者
の
氏
名

清
野

克
純

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
堰
間
六
千
三
百
四
十
二
番
地
九
十
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
「
生
産
施
設
」
並
び
に
「
住
」
の
環
境
に
、
小
規
模
・
省
エ
ネ
・
小
コ
ス
ト
で
安

全
・
安
心
の
自
然
の
叡
智
を
活
か
し
た
装
置
、
或
い
は
自
立
型
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
を
提

案
し
、
利
活
用
を
通
じ
て
当
該
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
と
技
術
の
進
歩
に
寄
与
す
る
。
さ
ら
に
、
蓄
積

さ
れ
た
情
報
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
基
に
、
地
域
の
団
体
や
組
織
若
し
く
は
自
治
体
等
へ
の
導
入
の
た
め
の

コ
ン
サ
ル
を
行
い
、
企
業
や
地
域
に
於
け
る
持
続
可
能
な
生
活
環
境
を
創
造
し
、
活
性
化
に
寄
与
す

る
こ
と
も
併
せ
て
目
的
と
す
る
。
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（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
百
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

福
島
市
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

猪
狩

忠
則

福
島
市
飯
坂
町
平
野
字
堰
端
一
〇
番
地

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 26年 ３ 月 28日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 高 瀬 淳
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 昭 和 35年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 14号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。
別 表 第 ３ 市 道 （ 福 島 市 ） 古 屋 敷 桜 町 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

市 道 （ 郡 山 市 ） 城 郡 山 市 字 城 清 水 121番 １ 地 先 か ら 同 市 安 積 町 荒 井 字 北 田 ６ 番
清 水 川 田 三 丁 目 線 １ 地 先 ま で

別 表 第 ３ 市 道 （ 郡 山 市 ） 早 稲 原 喜 久 田 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

市 道 （ 郡 山 市 ） 安 郡 山 市 安 積 一 丁 目 171番 地 先 か ら 同 市 安 積 一 丁 目 135番 地 先 ま
積 二 丁 目 一 丁 目 １ で
号 線

市 道 （ 郡 山 市 ） 安 郡 山 市 安 積 一 丁 目 135番 地 先 か ら 同 市 安 積 一 丁 目 136番 地 先 ま
積 一 丁 目 ６ 号 線 で

別 表 第 ３ 市 道 （ い わ き 市 ） 花 畑 町 相 子 島 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

市 道 （ い わ き 市 ） い わ き 市 小 名 浜 野 田 字 田 中 127番 １ 地 先 か ら 同 市 小 名 浜 住 吉
田 中 ・ 砂 田 線 字 砂 田 10番 ３ 地 先 ま で

附 則
こ の 規 則 は 、 平 成 26年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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